
障がいにかかわる
しょう

指定特定相談⽀援事業所
障がいのある⼈が地域社会で暮らしていく中での困りごとやお悩
みに「相談⽀援専⾨員」が相談に応じます。⾃⽴した暮らしに必
要な福祉や⽀援を受けられるようにサポートします。

障害福祉サービス

や困りごと お悩み
こま なや

気軽にご相談ください
きがる そうだん

社会福祉
法  ⼈ 笠間市社会福祉協議会
笠間市美原3-2-11 TEL FAX0296-77-0730 0296-78-3933

（平⽇8  30〜17  15）:             :



市町村相談⽀援事業所

提出されたサービス等利⽤
計画案をもとに⽀給決定し
ます

障がいサービス受給者証を
発⾏します

相談⽀援専⾨員が対応します

サービスを利⽤したい

         ‧障害者⼿帳（⾝体‧知的‧精神）
いずれかの取得  ‧⾃⽴⽀援医療（精神治療）
         ‧難病受給者証 等

相談⽀援事業所へ、サービス等利⽤計画案
作成依頼の連絡をします

サービス担当者会議を開催し、サービス等
利⽤計画が決定します

利⽤契約を結びます

アセスメント（サービス等利⽤計画案を作
成するための⾯談）を⾏います

サービス等利⽤計画案を作成し、市役所福
祉課に提出します

サービス利⽤開始

モニタリング（サービスの評価‧⾒直し）

福祉課に障害福祉サービス
の申請をします

＜�障がい福祉サービスご利⽤の流れ�＞

ご本⼈の希望する⽣活や⽀援内容を⼀緒になって考え、話し合い、
モニタリングをしながら、最適なサービス等利⽤計画を作成します。
※相談⽀援事業所の費⽤は原則無料です。

ご本⼈⼜は家族 市町村


